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住民主導による景観計画策定に関する調査研究 ―大分県湯布院町湯の坪街道地区を対象として― 
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１ 研究の背景と目的 
平成 17年 6月に景観法が全面施行され、同法に基づき全
国各地で景観計画の策定が急がれている。しかし多くの場

合において、その計画策定にあたっては、行政がイニシア

ティブをとり、その上で地権者や住民が参加することが多

い。しかし景観法では、住民自らが計画を策定し、当該の

景観行政団体に提案することが出来るようになっており、

計画策定後の景観管理においても、住民が主体的に参画す

ることは重要不可欠である。そこで本研究では、住民主体

による景観計画策定を進める大分県湯布院町湯の坪周辺

地域に注目する。同地域が景観計画策定に至る経緯を行政

と住民、双方のヒアリング調査により整理する。その結果、

これから住民を主体とした景観計画の策定を検討してい

る地域や団体に有益な知見を導出することを目的とする。 
 
２ 既往研究における本研究の位置づけ 
既存の景観まちづくりに関する研究は多数発表されてい

る。その中には、岡崎らの｢住民参加による景観形成制度

の策定をまとめたもの｣2)や、川原らの｢制度と計画の策定

における景観計画の合意形成手法に関する研究｣3)などが

ある。しかし景観法施行以降には景観計画策定に関する研

究はあまりみられない。そこで本研究では、景観法に基づ

き住民が主体となって景観計画策定を行っている大分県

旧湯布院町湯の坪街道地域の活動を、景観法施行以前にさ

かのぼり、景観計画策定までの経緯を整理把握することで、

国の諸政策や行政が地域の景観づくりとどのように関係

してきたかを明らかにする。また関係諸団体がどのような

役割を担ってきたかも含めた経緯を、詳細に整理する。 
 
３ 研究の方法 
 本研究では、景観計画策定にあたって住民と行政がそれ

ぞれにどの様なタイミングで、何を行ってきたかを整理把

握する。そこで、行政については大分県、由布市、湯布院

振興局に、また住民については景観計画検討委員会を組織

する湯の坪街道の住民や商店主、観光産業従事者にヒアリ

ング調査を行った。その結果、景観計画策定までの各々の

活動や、住民と行政が協力して取り組んだ内容を整理する

ことで計画策定に関わる各団体の役割を明確にする。 
 
４ 研究対象地区の概要 
 景観計画策定の対象地区は、湯布院都市計画区域

（1,874ha）東端にある、旅館や土産店、住宅が犇く湯の坪
街道通りのうち、約 400mを中心とした約 6haの地区である。 

 また、当該地区においては、旧湯布院町にて平成 2年 9
月に策定された「潤いのあるまちづくり条例」をガイドラ

インとして、景観まちづくりが進められてきた。同条例は、

観光地における開発による自然環境・景観の破壊から、湯

布院らしさを守る為に住民が主体となって制定されたも

のである。湯の坪街道は、観光地‘湯布院’を代表する目

抜き通りでもあるが、様々な用途地域が接する複雑な通り

でもある。また、4つの自治区(湯の坪区・岳本区・津江区・
中島区)があり、生活を貫く通りでありことから住民の価値
観も様々である。更に、商店街組織はないことから、通り

沿いでの意思決定は容易ではないことが推察できる。 
 
５ ヒアリング調査 
５－１ヒアリング調査方法 
 ヒアリング調査は、県庁 2回・由布市 1回・旧湯布院振
興局 1回・住民 2回行い計画策定までの経緯について計 7
名にヒアリングした。実施期間は平成 19 年 10 月～平成
20年 1月である。 
５－２景観計画策定までの経緯 
ヒアリング調査の結果、各主体がどの時期にどのような

取り組みを行ったのかをまとめたものが表３である。湯の

坪街道におけるまちづくり計画の経緯は、以下の 5つ段階
に分けられることが分かった。 
【胎動(発展)期】 
 昭和 29 年に湯の坪橋の地中下事業が始まり、この昭和
期から旧湯布院町では行政と住民が一体となってまちづ

くりを考える土壌があった。また、昭和 62 年のリゾート
法制定後も、地域外資本による大規模開発の圧力に耐える

等、景観を守る活動が行われた時期である。しかし平成 4
年には観光客入り込み数が 400万人を超える等、小規模な
出店ラッシュが続き、観光地として発展した時期でもある。

この中で、町づくり条例が制定される(平成 2 年)等、さま
ざまな問題も徐々に見えはじめていた。 
【諸問題の顕在期】 
平成 8 年の高速道路開通頃から観光のピークを迎え、交
通や景観等の問題が顕在化してきた。開発圧力に対して、

行政や住民、産業、年代に関係なく、共通の問題意識を持

ち始めた時期である。丁度その頃平成 11 年には、総合計
画の見直しが始まり、学識経験者も交えて町づくりの新た

なルール等を検討する「湯布院政策戦略会議」が設置され

た。また、屋外広告物について考える「官民協議会」や「ゆ

ふいんらしい景観をつくる屋外広告物を考える会」が設置

される等、官民で景観と調和する看板の在り方の検討を始

めた時期である。あわせて、観光客のピークが歩行者を優
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先とした湯の坪街道のあり方も重要視された時期である。 
【活動期】 
【諸問題の顕在期】に議論されてきた交通問題を改善する

ために湯の坪街道における一般車両の通行を排除した交

通社会実験が実施された(平成 14年)。これを期に、観光業
者や商店主だけではなく自治会(地元住民)も含んだ協議の
場が持たれるようになった。また数値データとして現状を

正確に把握できる等、湯の坪街道にとって大きな出来事で

あった。この実験後の平成 15年には、「くらしのみちゾー
ン計画」が策定されるなど、具体的な活動が行われた時期

である。平成 16 年景観法施行をインセンティブとした景
観計画の策定に、住民だけで取り組もうとするなど、具体

的な活動が行われた時期でもある。 
【混迷期】 
平成 16年末に町を二分する合併問題が起きる。合併に伴
う観光地としての荒廃に危機感を持った地元観光業者等

が中心に「湯の坪街道デザイン会議」が発足(平成 17 年 2
月 12日)し、「湯の坪街道景観協定」が締結された。これは、
法的拘束力はないが自治会(地元住民)の合意を得たもので
はなかった。しかし、同年 6月の「景観法」全面施行を受
け、翌年には地区内のルール作りを検討するために「湯の

坪まちづくり会議の事務局会議」がスタートする。早々に、

旧湯布院町も 9月には「景観行政団体」となるが、10月に
3 町(挟間町、庄内町、湯布院町)が合併し、由布市が誕生
することとなる。この結果、景観のルール作りは混迷期を

迎える。 
【進展期】 
平成 17年の 10月に合併が完了し、速やかに由布市は景
観行政団体となる。また翌年 5月には、湯の坪での交通事

故をきっかけに、安心安全なまちづくりを目標とした自治

会(地元住民)による「湯の坪まちづくり協議会」が発足す
る。この協議会に観光業者や商店主、行政も参画した「湯

の坪街道周辺景観計画検討委員会」が発足し、同地区の景

観まちづくりは進展期を迎える。これまでに５回の検討委

員会や説明会・調査を実施している。大分県・由布市から

も全面的な支援を受け、行政と住民が協働した景観ルール

作りが進められている。 
５－３ 今後の景観計画進行予定 
平成 20年 1月 31日に「湯の坪街道周辺景観計画検討委員
会」で提案された内容を、同年 2月中に区域内全世帯に周
知・報告した上で、店舗関係者、地権者や建物所有者を対

象に、説明・報告会を開催する予定である。また、湯の坪

街道周辺景観計画検討委員会も開催し、運営体制の確認を

行う。同年 7月 1日に「由布市景観条例」が施行され、湯
の坪街道周辺景観計画、景観協定等が運用開始予定である。 
 
６ 総括 
各計画・条例の上位下位関係の整理と、ヒアリング調査

を行ったところ、同町の景観まちづくりは平成 2年に策定
された「潤いのあるまちづくり条例」が法的拘束力はない

ものの、重要な役割を担っていることが分かった。 
湯の坪街道における景観計画策定までを整理することで、

【胎動機】【諸問題の顕在期】【活動期】【混迷期】【進展期】

があることが分かり、この結果、国の政策が、善悪関係な

く同地域の景観計画づくりは国の施策に大きな影響を受

けていることが明らかである。その中で景観計画策定に至

るには、住民の弛まない様々活動と国の施策を活用した住

民相互の協議の土壌を培うことが重要であり、これを当該

行政が支援することが重要であったことが分かった。 
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国 県 市 町（振興局） 生活者(自治会) 観光事業者 商店主 

  

       

  

       

  
       

  

       

  

       

  S29年 県道：湯の坪橋の工事  

S62年 リゾート法  大規模開発の危機      田園風景存続のための戦い

H02年 潤いのあるまちづくり条例（02.9） 
＊新 JR由布院駅舎完成H04年 
＊観光客入込み数 400万人突破 

H07年 都市景観大賞受賞 
当該地域を「湯の坪街道」と命名

H08年 大分自動車道全線開通 ＊観光のピークを迎える

H10年 ＊共通の問題意識を持ち始める ルールなき小規模開発の懸念等  
H11年 湯布院町総合計画の見直し 
H13年 

ゆふいん建築・環境ガイドブック策定  ＆

湯布院政策戦略会議（H13.08.08） いやしの里官民協議会（H14.0626）設置 

H14年 
交通社会実験（H14.11.24～25） 

くらしの道ゾーン計画
＊生活者も含めた湯の坪に関係する全ての者が協議・協力する機会 

H15年 

＊観光業従事者が中心となり住民だけで景観計画を策定しようとする

＊町を二分した合併問題により、まちづくりの話合いが進まなくなる
H16年 市町村合併問題勃発 新合併特例法のリミット  

＊H17年 3月 31日までの合併申請団体にのみ特例措置

H17年 景観法  
＊景観協定締結の試み

湯の坪街道周辺景観計画策定 事務局会議スタート（住民中心 H17.07）

湯布院町（0919）
景観行政団体 

湯の坪街道デザイン会議発足

由布市誕生（合併）＆由布市景観行政団体（H17.10） 

湯の坪街道で人身事故発生（H18.05）

交通安全対策会議 開催（H18.05.22）  

由布市へ安全安心なまちづくりを考える要望書を提出（H18.05）

湯の坪まちづくり協議会 発足（H18.06）

第一回湯の坪街道周辺景観計画検討委員会 開催（H18.12.22）   

＊H20.05には景観計画策定予定

H18年 

【
胎
動
発
展
期
】

【
問
題
顕
在
期
】

【
活
動
期
】

【
混
迷
期
】

【
進
展
期
】

表１ 湯の坪街道における景観まちづくりの経緯 
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